
 

輸 入 発 表 第 ２ ３ 号 

       平成３１年  １月２１日 

経  済  産  業  省 

  

「ＨＣＦＣ」の輸入割当てについて 

 

標記の件につき、下記のとおり、輸入割当てを行います。 

 

記 

 

１．対象品目 

ＨＣＦＣ（オゾン層を破壊する物質に関するモントリオール議定書附属書ＣのグループＩ

に属する物質） 

 

２．書面申請受付 

(1)受付期間 

  平成３１年（２０１９年）２月１２日 

１０：００～１１：４５、１３：３０～１５：３０  

  平成３１年（２０１９年）２月１３日 

１０：００～１１：４５、１３：３０～１５：３０  

(2)場所 

〒１００―８９０１  

東京都千代田区霞が関１－３－１ 

経済産業省 貿易経済協力局 貿易管理部 貿易審査課（本館１４階西８）  

電話 ０３－３５０１―１６５９  

(3)申請書 

輸入（承認・割当）申請書（輸入貿易管理規則別表第１－Ｔ２０１０）２通  

(4)添付書類 

①内示書の交付を受けた者に対する割当て 

(ｱ)経済産業省製造産業局長が発給する内示書（写し） １通 

(ｲ)委任を受けた者が申請の場合 委任状  １通 

(ｳ)輸入割当申請対象品目の未使用のもの等の別ごとの見込み数量を記載した書類

（別紙様式２） １通 



(ｴ)ＨＣＦＣ２２の割当申請を行う者にあっては、当該品目について、輸入後は  

新規冷媒用途として使用、販売又は譲渡しないことを誓約した経済産業大臣宛の

誓約書（様式自由） １通 

②実績を有する者に対する割当て（上記①以外の者に対する割当て） 

(ｱ)輸入通関実績表(別紙様式１) 

（平成２８年（２０１６年）１月１日から平成３０年（２０１８年）１２月３１

日まで、各１年間の輸入通関実績を記載したもの）  １通 

(ｲ)税関が発行する輸入許可通知書 

（平成２８年（２０１６年）１月１日から平成３０年（２０１８年）１２月３１

日まで、各１年間のもの）（写し） １通 

(ｳ)輸入割当申請対象品目の未使用のもの等の別ごとの見込み数量を記載した書類

（別紙様式２） １通 

(ｴ)ＨＣＦＣ２２の割当申請を行う者にあっては、当該品目について、輸入後は新規

冷媒用途として使用、販売または譲渡しないことを誓約した経済産業大臣宛の誓

約書（様式自由） １通 

※なお、必要に応じて添付書類以外の書類の提出を求めることがあります。 

 

３．電子申請手続 

電子申請を行う場合には、輸出入・港湾関連情報処理センター株式会社（以下「ＮＡＣ

ＣＳセンター」という。）が提供するＮＡＣＣＳ貿易管理サブシステムから入手可能な

「輸入割当承認同時申請様式」に必要な事項を入力すること。  

（注１）電子申請（貿易管理サブシステム）について  

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.html 

（注２）電子申請にあたっては、以下の通達を参照すること。  

○電子情報処理組織を使用して行う特定手続等の運用について」（平成１２年３月３１日

付け平成１２・０３・１７貿局第４号・輸出注意項１２第１５号・輸入注意事項１２第

８号。以下「運用通達」という。）  

○「電子情報処理組織を使用して行う特定手続等に係る申請項目について」（平成２２年

２月１６日付け平成２２・０２・０４貿局第２号・輸出注意事項２２第４号・輸入注意

事項２２第５号） 

 

(1) 申請時に必要となるコード  

①申請受付窓口コード 

ＳＡＢ：貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課 

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.html


②品目コード 

ＨＣＦＣ 

③割当方式コード 

０：割当方式の省略 

(2) 申請受付時間 

書面申請の受付時間と同じ。 

(注)電子申請後に、特定入出力装置の進捗状況照会業務（業務コードＪＡＰ）を行い、

進捗状況ステータスが「受理待ち」となっていることを確認すること。ただし、進

捗状況ステータスが「受付無効」となっている場合は、受付時のチェックで無効と

なった状態（申請が届いていない）のため、受付無効理由を確認の上、再度申請し

て下さい。不明な点はシステム相談窓口（qqfcbj@meti.go.jp）にメールで問い合

わせること。 

 

(3) 添付書類 

①書面申請の添付書類と同じ書類の写し、若しくはファイル 各 1 通 

②運用通達別紙参考様式１による申請者本人が当該書類は原本と相違ないことを誓約

した書類（以下「原本証明書」という。）  

③上記書類が紙媒体の場合は、スキャナ等によって画像情報に変換し特定入出力装置か

ら入力して、専用電子計算機に備えられたファイルに記録すること。 

（注）電子申請時に添付できるファイルの主な拡張子は、以下のとおり。  

   pdf, jpg, jpeg, txt 

なお、添付書類を電子申請ではなく、別途書面にて提出する場合は、電子申請の受付通

知メールの写しを添付して、当該申請の受付窓口に郵送又は提出すること。  

（注）郵送又は提出する場合の受付窓口  

  〒 １ ０ ０ － ８ ９ ０ １  

  東 京 都 千 代 田 区 霞 が 関 １ 丁 目 ３ 番 １ 号  

  経 済 産 業 省 貿 易 経 済 協 力 局 貿 易 管 理 部 貿 易 審 査 課  

④③の郵送又は提出においては、返却を要しない書類又は資料の原本の提出を妨げな

い。 

⑤審査上、必要がある場合には、上記書類の原本、その他書類の提出を求めることがあ

る。 

 

(4)その他 

  新たに電子申請を行おうとする者は、次の手続を行うこと。  

①  ＮＡＣＣＳセンターに利用申し込みを行い、ＮＡＣＣＳ利用者ＩＤを取得する。  



   https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/nyuuryokurei_shinki.html 

②  経済産業省に申請者届出を行う。  

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application/shinsei.html 

（注）申請者届出後に配布される利用マニュアルを参照のこと。  

  

＜ＮＡＣＣＳセンターへの利用申し込み、導入トラブル、受付無効等の問い合わせ先＞ 

ＮＡＣＣＳセンター ヘルプデスク（２４時間３６５日対応）  

電話 ０１２０－７９４－５５０  

 

電子申請（NACCS 貿易管理サブシステム）のホームページ  

http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.html 

 

４．申請者の資格 

(1)内示書の交付を受けた者に対する割当て  

その輸入がＨＣＦＣの製造数量の減少、ＨＣＦＣの適正な需給関係の形成に資する

として経済産業省製造産業局長が発給する内示書の交付を受けた者又はその者から委任

を受けた者。 

(2)実績を有する者に対する割当て（上記(1)以外の者に対する割当て）  

平成２９年（２０１７年）１２月７日付け輸入発表１６号に基づき輸入割当てを受

け、当該輸入割当てに基づき平成３０年（２０１８年）１月１日から同年１２月３１日

までの期間にＨＣＦＣを輸入通関した実績を有する者であって、平成３１年（２０１９

年）１月１日から同年１２月３１日までの期間にＨＣＦＣを輸入通関することが確実で

あると認められる者（上記(1)の者を除く）。 

(3)なお、ＨＣＦＣ２２については、輸入後は新規冷媒用途として使用、販売または譲渡

してはならず、このことを誓約し実行する者であること。  

 

５．輸入割当限度数量 

(1)内示書の交付を受けた者に対する割当て  

４６，２５０ ＯＤＰｋｇ    

 

(2)上記以外の者に対する割当て  

５５０ ＯＤＰｋｇ  

 

６．輸入割当基準 

https://bbs.naccscenter.com/naccs/dfw/web/nss/nyuuryokurei_shinki.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/02_application/shinsei.html
http://www.meti.go.jp/policy/external_economy/trade_control/05_naccs/naccs.html


(1)内示書の交付を受けた者に対する割当て  

輸入割当限度数量の範囲内において申請のあった数量を割り当てる。 

(2)上記以外の者に対する割当て  

輸入割当限度数量を輸入通関実績数量の合計に応じ案分し、その数量の範囲内で申請の

あった数量を割り当てる。  

７．その他事項  

(1)この輸入発表に基づき行った輸入割当てにより取得する輸入承認証の特別有効期間及

び輸入通関期限は平成３１年（２０１９年）１２月末日までとする。 

(2)この輸入発表により輸入割当てを受けた者は、当該割当てを受けた数量を全て輸入通

関するまでの間、輸入の有無に関わらず、輸入通関実績報告書（別紙様式３）２通を

貿易経済協力局貿易管理部貿易審査課に以下の提出期限までに提出すること。なお、

この書類の提出を行わなかった者に対しては原則割当てを行わない。 

輸入通関実績報告書  提出期限  

平成３１年（２０１９年）１月分   

  平成３１年（２０１９年）  ４月１０日  

 

平成３１年（２０１９年）２月分  

 平成３１年（２０１９年）３月分  

 平成３１年（２０１９年）４月分   

 平成３１年（２０１９年）  ７月１０日  
 平成３１年（２０１９年）５月分  

 平成３１年（２０１９年）６月分  

 平成３１年（２０１９年）７月分   

  平成３１年（２０１９年）１０月１０日  
 平成３１年（２０１９年）８月分  

 平成３１年（２０１９年）９月分  

平成３１年（２０１９年）１０月  平成３１年（２０１９年）１１月１１日  

 平成３１年（２０１９年）１１月  平成３１年（２０１９年）１２月１０日  

 平成３１年（２０１９年）１２月  平成３２年（２０２０年）  １月１０日  

(3)その他、電子申請に係る運用通達及び申請者届出後に配布される利用マニュアルを参

照のこと。 

 

 

 

 



＜別紙様式１＞ 

輸入通関実績表 

（ＨＣＦＣ） 

年 月 日 

住   所 

申請者名  

記名押印又は署名 

電話番号（担当者） 

 

 

１．平成２８年（２０１６年）１月１日から１年間 

 通関年月日  
輸入申告の  

申告番号  

統計品目  

番号  
船積地域  

正味数量  

(ｷﾛｸﾞﾗﾑ) 

ODP 換算  

(ｷﾛｸﾞﾗﾑ) 

HCFC-22       

その他の HCFC       

総計     

 

 

 

２．平成２９年（２０１７年）１月１日から１年間 

 通関年月日  
輸入申告の  

申告番号  

統計品目  

番号  
船積地域  

正味数量  

(ｷﾛｸﾞﾗﾑ) 

ODP 換算  

(ｷﾛｸﾞﾗﾑ) 

HCFC-22       

その他の HCFC       

総計     

 

 

 

３．平成３０年（２０１８年）１月１日から１年間 

 通関年月日  
輸入申告の  

申告番号  

統計品目  

番号  
船積地域  

正味数量  

(ｷﾛｸﾞﾗﾑ) 

ODP 換算  

(ｷﾛｸﾞﾗﾑ) 

HCFC-22       

その他の HCFC       

総計     

 

※通関が複数にわたる場合は、行を追加して記入してください。 

※用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。  

 

  



＜別紙様式２＞ 

 

輸入割当申請対象品目について未使用のもの等の別ごとの見込み数量を  

記載した書類 

（ＨＣＦＣ） 

 

年月日 

住所 

申請者名 

記名押印又は署名 

電話番号（担当者） 

 

 

対象品目 
未使用のもの、使用済みのもの、再利用されるもの又

は再生されたものの別 

数 量 

(ODPKg) 

 
未使用のもの 

 

使 用 済 み の も の  
 

再 利 用 さ れ る も の  
 

再 生 さ れ た も の  
 

合 計 
 

 
未使用のもの、使用済みのもの等の別ごとの見込み数量については、以下に従い記入すること。  
 

①未 使 用 の も の ：使用される前の規制物質  
②使 用 済 み の も の：当初想定されていた目的に沿って既にその用途を終えた規制物質    
③再利用されるもの：使用中又は廃棄前に回収され、濾過及び乾燥のような基本的な浄化工程

を経て再度使用される規制物質。  
④再 生 さ れ た も の：使用中又は廃棄前に回収され、特定の品質基準に回復させるために、濾

過、乾燥、蒸留及び化学的処理等の工程を経て再生された規制物質。   

 

※用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。  

  



＜別紙様式３＞ 

輸入通関実績報告書 

（平成  年  月分） 

（ＨＣＦＣ） 

年 月 日 

住  所 

申請者名  

記名押印又は署名 

電話番号（担当者） 

１．輸入割当証明書 

証明書番号 

発行年月日 

割 当 数 量 

 

２．輸入通関実績内訳 

 
 

船 積 地 域  
 

正味数量 
（キログラム） 

 
ＯＤＰ換算数量 
（キログラム） 

正味数量 
１キログラム 

あたりの金額（円） 

HCFC-22 
    

HCFC-123     

HCFC-124     

HCFC-225     

そ の 他 の HCFC 
    

合   計     

 
１．ＯＤＰ換算数量は特定物質等の規制等によるオゾン層の保護に関する法律施行令（平成

６年政令第３０８号）に準じて換算する。  
２．金額は、通関時（又は通関月）のレートで日本円表示にすること。  
３．この輸入発表により輸入割当てを受けた者は、当該割当てを受けた数量を全て輸入通関

するまでの間、輸入の有無に関わらず、輸入通関実績報告書（別紙様式３）２通を貿易経
済協力局貿易管理部貿易審査課に提出すること。  

 
なお、この書類の提出を行わなかった者に対しては原則割当てを行わない。  

 

※用紙は、日本工業規格Ａ列４番とする。  


